
令和２年２月３日 

保護者の皆様へ 

大阪市立横堤中学校 

校長 井寄 芳春 

 

令和２年度 就学援助制度の申請について 
 

 日頃は、本校の教育に何かとご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 さて、大阪市教育委員会からの「令和２年度（2020 年度）就学援助制度のお知らせ」を配付い

たします。就学援助制度を申請される方は、このお知らせをご覧いただき、下記の申請書類のご

提出をお願いいたします。 

 

1 提出書類（学校ごとに提出が必要です） 

① 「令和２年度（2020 年度）就学援助申請書兼世帯状況票」 

② 申請理由を証明する書類 (税情報を利用される場合、所得を証明する書類は不要) 

③ 「就学援助費口座振替申出書」※ 

 

※ 学校徴収金届出口座（関西みらい銀行）をご利用されない場合のみ必要です。 

（できる限り、学校徴収金登録口座のご利用をお願いいたします。） 

 

２ 申請期間  令和２年３月２日（月）から 

・早期２申請（書類審査）  令和２年３月 13 日（金）まで （申請理由①～⑪） 

・一般１申請（税情報利用） 令和２年５月 15 日（金）まで （申請理由①・⑫） 

・一般２申請（書類審査）  令和２年６月 30 日（火）まで （申請理由①～⑫） 

 

３ 提出先 

〒538－0052 大阪市鶴見区横堤 1-11-27 

        大阪市立横堤中学校 事務室 宛 

★ 保護者の方が、持参又は送付してください。 

 

４ 注意事項 

・申請書は、同一校にきょうだいがいる場合、１枚にまとめてご記入ください。 

・「早期１」で申請済の新１年生のきょうだい分は、申請不要です。 

・「早期２」の申請では、申請理由⑫番による申請はできません。 

・申請理由⑫番では、生計を一にする方のうち、平成 14 年４月１日以前に生まれた方の合計所

得が審査の対象になりますので、０円でも所得の申告を行ってください。 

（申告がなければ 38 万円の所得があるものとして審査されます。） 

・「早期２」「一般２」の申請では税情報の利用はできません。(令和２年１月１日現在大阪市民

でない方、未申告の方は利用できません) 

・申請理由①④⑤⑧⑫の方でひとり親家庭の場合は、そのことを証明する書類が必要です。 

 

５ その他 

ご不明な点等に関しましては、横堤中学校（℡:6911-1361）までお問合せください。 


